
 

 

 

 

第６次松本市男女共同参画計画の策定について 

 

 

１ 趣旨 

  松本市では、平成１４年度に第１次松本市男女共同参画計画を策定して以来、

５年ごとに新たな計画を策定し、現在は第５次計画（令和５年度～９年度）のも

と、ジェンダー平等社会の実現に向けた施策を推進しています。 

  現行計画は令和９年度で終了するため、その後継となる第６次計画の策定に着

手します。 

 

２ 松本市の主な経過 

昭和６１年３月 第１次行動計画「松本市婦人行動計画」策定 

平成 ４年３月 第２次行動計画「女性プランまつもとⅡ」策定 

平成１０年３月 第３次行動計画「男女共生プランまつもと」策定 

  平成１１年６月 男女共同参画社会基本法公布・施行 

平成１５年３月 松本市男女共同参画計画 策定 

平成１５年６月 松本市男女共同参画推進条例 制定 

平成２０年２月 第２次松本市男女共同参画計画 策定 

（計画期間：平成２０年度～２４年度） 

平成２４年３月 第３次松本市男女共同参画計画 策定 

           （計画期間：平成２５年度～２９年度） 

  平成３０年３月 第４次松本市男女共同参画・女性活躍推進計画 

           （計画期間：平成３０年度～令和４年度） 

  令和 ５年１月 第５次松本市男女共同参画・女性活躍推進計画 

           （計画期間：令和５年度～令和９年度） 

 

３ 計画の位置づけ 

⑴ 男女共同参画社会基本法及び松本市男女共同参画推進条例を根拠 

ア 法第１４条第３項「市町村計画を定めるように努めなければならない」 

イ 条例第９条「男女共同参画の推進に関する基本的な計画を策定しなければな 

らない」 

⑵ 松本市基本計画（第１２次基本計画）の個別計画 

⑶ 第５次松本市男女共同参画計画（令和５年度～９年度）の後継計画として成果 

を引き継ぎ、市民参画による策定 

⑷ 国の第６次男女共同参画基本計画及び県の第６次長野県男女共同参画計画の内 

容を踏まえつつ、松本市の特性を反映する。 

 

 

資 料 １ 
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４ 計画期間 

  令和１０年度～１４年度 

 

５ 第６次松本市男女共同参画計画の方向性 

  資料：別紙１ 

-2-


